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Ⅰ．基本的事項

１．ス ン単一国家の概要

1 国と地方の仕組み 地方自治制度の概要 1

地方自治制度の概要

立憲君主制 採用 一院制民主国家 あ 国 統治 統一

的 憲法 存在 い 統治法 Instrument of Government 王 承法

The Act of Succession 出版 自由 法 The Freedom of the Press Act

表現 自由 基 法 The Fundamental Law on Freedom of Expression 4

国 基 法 い う 地方自治制度 い 統治法 第 1章第 7節

い Landsting 県 英語表 County council /

region ュ Kommun 市 村 英語表 Municipality 置く

ュ 政策決定権 議会 あ ュ

責務 果 課税権 有 規定 い

統治法 地方自治制度 体的 容 規定 い

1862 制定 地方自治法 Swedish Local Government Act あ 法

い 地方自治体 構 ュ 規定

役割 い 民主主義 地方自治 検束 基 地方自治又 特 法 定

事務 処理 定義 い

ュ 大 国 基礎自治体 あ 市 村 当

全体 290存在 い 業務 教育 福祉 中心 民 直接 ビ

あ 一方 複数 ュ 含 広域的 自治体 地理的

国制度 言う都道府県 相当 全体 21 存在 い 2 主 業

務 療 ビ 事務 歳出 約 9割 保健 療 あ ュ

管 地域 人口規模 事務分担 相互 対等

地方自治体 あ 制度的 ュ 団体 置付

い 点 国 市 村 都道府県 異

ュ 均人口 約 32,676 人 中央値：15,221 人

均人口 約 451,243 人 中央値：272,883 人 い 規模

大 い

1 以 主 務省 務総合政策研究 2006 主要諸外国 国 地方 政役割 状況

第 12章 国 地方 役割分担 調査実施 弊社 及び自治体国 協会

2004 地方自治 載 容 基 各事 い 情報 更新 作
2 ュ あ 事務 掌 含 数

21 う 来 国 業務 あ 地域開発 掌

ネ タ 4 特 Region
場合 あ 以 報告書 4 含

数 21 ュ 数 290 数え
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2 政府間の権限配分 根拠法律、主 所掌事務、権限の優劣、国 地方自治体の関係、

政府間 政関係(課税権、徴税権、配分権、税率決定権、独自課税等)

国、地方の主 所管業務

地方自治体 事務 権限 い 地方自治法第 2章 い 地方自治体 認

一般的権限 基 く 個 事業 い 定 特 法 基 く 存在

規定 い

う 一般的権限 地方自治体 秩序及び経済 公共 必要 応え

一般的権利 あ 一般的権限 基 く事務 体的 宅 供給 道路

ネ ワ 整 交通 通信 水道 ネ 生産 供給 ャ 文

活動等 あ 一方 特 法 基 く事務 ュ い 学校教育

社会 ビ 高齢者 心身 害者 計 建築 救助 ビ 環境保護対策

あ い 療 歯科治療 あ

事務配分 原則 国 社会全般 発展 国全体 生活水準 維持 責任 持

議会 政府 地方自治体 事業 い 法的及び 政的 枠組 設定 各分

野 い 目標や指針 指示 一方 ュ 及び 沿

一般的権限及び特 法 基 い 事務事業 実施

表 国 地方 主 掌事務 あ

図表 ス ン け 国 地方の主 役割分担

国 コミュ ン ランス ィング
外交
防衛
公 警察
立法
司法制度
経済政策
高等教育及び研究
高 道路 長距 交通
通信
労働市場 産業政策
宅政策

社会保 移転給付
金

学校教育 人教育
児童
害者支援

高齢者
地域計 建築許可
消防
救急
民間防衛
緊急計
環境 保健
水道 水道
ネ 供給

廃棄物 処理
道路建設維持管理
公園整 維持管理
文 余暇活動支援
地域経済支援
地域交通

一般 療
子保健

歯科治療
精神保健
療専門職教育

農林業教育
人教育

文 余暇活動支援
地域交通

資料 自治体国 協会 2004 地方自治



- 3 -

ュ 共 当 地域 公共交通 路面電車

地 鉄等 業務 行う あ 場合 公共交通企業 直接保有 経営 場

合 あ 委 契約 実施 場合 あ

レ ン府 国の地方行政機関

地方自治体 ュ 国 事務 地方

ベ 遂行 国 出先機 府 Länsstyrelse 存在

地理的 一致 全国 計 21存在 3

府 域 い 国 事務 行う 国 ュ

及び 活動 地域 政策目的 従 実施 い 調整

いう責務 い 府 6 任期 任 議長

あ 府長官 landshövding 3 任期 選出 14

委員 構 い 委員会組織 あ 運営 体 い

府長官 大臣等 高 政治家 高級官僚 任 府 以

業務 い 域 地方自治体及び民間会社 対 督 責任 い

図表 レ ン府の主 所管業務

国 地方支部局 事務 行政的許認可 警察 公 労働市場 産業政策等

交通 全 タ 貨物輸送

農業及び牧畜業 食品衛生 法規

動物保護

自然環境 保護

宅政策

狩猟及び漁労

遺跡 保全

各種 ビ

飼育及び 地域 管理 特定地域
資料 務省 務総合政策研究 2006 主要諸外国 国 地方 政役割 状況 第 12 章

国 地方 役割分担 加筆 作

レギオン実験

1997 以降 地方分権 進 国 地方出先機 あ

府 機能 一部 移譲

region 移行 試験的 進 い 実験 境界

士 置 ュ 間 垣根 超え 地域間 連携 進

産業振興 高齢者介護 分野 統合 地域 活性 等 目指 い

3 20 機能 兼 ュ 加え 21
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現在 21 あ 合併 広域 将来的 10 程度

約 いく予定 い 4 1999 旧来 士 合併

誕生 タ ネ 2 以降

士 合併 く 従来 あ

数 2012 現在 4 ネ

タ 留 い 5

政府間 政関係(課税権、徴税権、配分権、税率決定権、独自課税等)

地方自治体 課税権 憲法 相当 統治法 第 1 章第 7 条 保 地方

自治体 自 事務遂行 税 課 規定 第

8 章 5 条 国 地方税制 変更 場合 法 規定 必要 あ 定

い 地方自治体 個 法 制定 いく 制限 除

独自 税目 創設 可能 い う 憲法 規定

自治体 多種 多様 税 設定 例え 犬税 税目 存在 い 徴税

理由 各地方議会 い 次 廃 現在 地方

得税 唯一 地方税目 い 地方 得税 国 法 規定 税目 あ

税率 設定 い 法 税率 限規定 設 地方自治体 自

由 税率 設定 う 結果 自治体 税率 異

状況 い

得 把握及 び 徴 税 い 国 機 あ 地 域 税務 局

skattemyndigheter 行 税務局 全国 10ヶ 存在

政調整制度

国 交付金 一般補助金 特定補助金 調整 垂直的調

整制度 加え 地方自治体間 歳入 歳出 均 基準 資金 移動 政力 調整

制度 水 的調整制度 あ 6

政調整制度 1966 税 衡交付金制度 入

起源 分 見直 幾度 行わ 1986 自治体間 政

調整 行 う水 的調整制度 創設 背景 増加 歳出 得税率 引

進 地方自治体 対 国 税率抑制政策 指示 中 影響 自治体間 異

い う あ 要求 あ 調整 制度 水 的調整

4 2007 提出 実験 責任委員会 最終報告書

2014 再編 提案 い
5 地方自治体連合 タビュ 進 い い あ
6 水 的 政調整制度 4 基 法 う 統治法 Instrument of

Government 第 14章第 5条 法的根拠 い
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制度 入 制度 入 制度 国 特定補助金 一般補助金

伴い 1993 制度 一時廃 特定補助金削減 影響 大 地域や

一般補助金 含 中央政府 補助金総 抑制方針 地方自治体 え 影響 大

1996 甦生 い 7

図表 ス ン け 政調整の発展経緯

改革内容

1966 全 地方 政部門 対 税 衡交付金制度 入 政力 足 対 交付金
高税率 ュ 対 交付金 特 税 衡交付金 3 要素 い 最

保 ベ 設定 政調整

1974 高税率 ュ 対 交付金 廃 課税力 分 ュ 6
5 分

1980 課税 分 12 増加 103-136% 基礎保 割 当 齢構造 基 く基礎保
修 人口減少 追加措置 入

1986 一般税 衡 担金 特 税 衡 担金 衡交付金制度 水 的調整制度
入 特 衡税 担金 課税力 高い ュ 累進的 担

1989 課税力 分 25 増加 100-157 基礎保 割 当 変更

1993 衡交付金制度 廃 及び国庫 衡交付金制度 入 者 入 標準 構
造的差異 標準 人口減少 追加措置 3要素 特定補助 一般 源

1996 衡交付金制度 復活 民一人当 定 包括交付金 入

2005 歳入 衡 費用 衡 構造交付金 過渡的補助金 調整交付金 基 衡
制度 入

資料 林健久 2006 水 的 政調整 動揺 地方分権 政調整制度 改革 国 的潮流 東

京大学出版会 原出 伊 道 2005 政府間 政 日

政学会第 62回大会報告資料 基 一部加筆修

以 制度 概要 い 述

1 国 の交付金 一般補助金、特定補助金

一般補助金 Block Grants to local government 目的 国 定 政策目的 合致

行政 ビ 地方自治体 地域 民 提供 う 地方自治体 対 源保

あ 述 水 的 政調整 存在 わ 一般

補助金 国 地方自治体 交付 理由 地方税 水 的 政調整

準 地方自治体 政需要 総 地方税 多 あ 地

方自治体 政需要 総 補填 必要 あ あ

制度創設 背景 1990 代 政府 地方自治体 対 補助金 改革

実施 あ 機会 中央政府 地方自治体 対 数多く 特定目的

補助金 廃 使途 制限 無い現在 一般補助金 移行 い

国 地方自治体 活動 源 保 一般補助金 水準 国会 承認

政原則 Finansieringsprincipen 決定 い 原則 政

府 採用 政策 地方自治体 増加 地方税 減少

7 水 的調整制度 入背景等 い 林健久 2006 水 的 政調整 動揺 地方分権

政調整制度 改革 国 的潮流 東京大学出版会 い
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結果 応 政府 地方自治体 交付 一般補助金 増

加 い い

一般補助金 述 衡交付金 交付 算定 体

的 交付基準 各地方自治体 居 民数 基 決定 齢構 要素

加味 若 者及び高齢者 加算 目 設定 い 一般補助

金 目的 地方自治体 税源や行政 構造 格差 く く あ

例え 税 少 い 即 税源 乏 い地方自治体や 児童や高齢者 人口 占

割合 多い地方自治体 税源 豊 地方自治体や 子 や高齢者 人口 占 割

合 少 い地方自治体 多く 一般補助金 支出 組 い

1992 以前 組 地方自治体 交付 政府 一般補助金 政府 地方自治

体向 補助金 う 10％程度 占 あ

国 交付金 特定 問 抱え 自治体 強 目的 構造的

補助金 過渡的補助金 あ 構造的補助金 2005 制度改 交付金

入 減少 補填 2004 以前 制度 い 産業振興 用 進及び脆弱

人口基 基 算定交付 い 歳出 衡交付金 減 補填 目的

い 体的 交付金 減少 ュ 2005 課税標準 0.56%

0.28% 基準 回 場合 国 交付 過

渡的補助金 制度変更 交付金 入 減少 補填 構造的補

助金 補償 い部分 い 2005-2010 時限的 交付 あ 交

付基準 ュ 2005 課税標準 0.086% 0.04% 基準 算

定 構造的補助金 交付 地方自治体 図 ュ

過疎地 部地域 多く い

図表 人口 1人あ 構造的補助金交付 2008
： 人 自治体数

ュ

資料 Swedish Association of Local Authorities and Regions 2008 , “Local Government Financial Equalisation”
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一方 特定補助金 学校 児童福祉 高齢者 特定分野 支出 目的 交付

補助金 あ 国 各省庁 う 補助金 地方自治体 特定 事業 運営

地方自治体 い 行政 ビ 提供 滑 行わ 進 目的

特定補助金 交付 い

1980 代 初期 特定補助金 地方自治体 資源 非効率 使う結果 地

方自治 決定力 侵害 批 対象 い

地方自治体 伝統的 民主主義 中 中心的役割 果 特定

補助金 地方自治体 自治機能 損 わ い 危惧 始 例え

高齢者 最終的 目標 い 原則 あ 過疎

地 大都市 実施 い 政策 置 環境 相違 状況 異

国 一的 特定補助金 政調整 地方自治体 実情 う く

対応 い 地方自治体 補助金 含 予算 使い方 独自 決定

各地方自治体 実情 合致 あ 考え う

う 批 応え 1990 代 初 国会 地方自治体 対 国 補助

金 い 期的 改革 実施 原則 国 地方自治体 対 国 補

助金 充当 源 特 理由 い限 一般補助金 充当

地方自治体 国 委任 事業 実施 必要 経費 国 支払う場合

使途 特定 い 国 源 一般補助金 移行

現在 国 地方自治体 対 補助金 大半 一般補助金 い

2 水 的調整制度 衡交付金制度

1996 入 水 的調整制度 衡交付金制度 背景 あ 基 的 考え方

課税標準や 民 齢構 地理的条件等 相違 わ 地方自治体

民 対 料金 水準 ビ 提供 可能 あ

組 ュ 方 ベ 実施

2004 制度 民一人当 課税 得 全国 均値 超過 い 地

方自治体 拠出金 原資 民一人当 課税 得 全国 均値 回

地方自治体 対 水 的 政調整 行わ い 歳出 い 様

民一人当 標準歳出 全国 均値 回 地方自治体 拠出金 原資

民一人当 標準歳出 全国 均値 超過 地方自治体 対 水 的 政調

整 行わ い

2005 改 制度 恒常的 担側 回 い ホ

市等 批 形 国 源保 役割 大 制度 変更 引

地方自治体間 歳入面 政調整 歳出面 政調整 両面 考慮 制度

い
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図表 ス ン け 政調整の仕組み

コミューン
ランスティング

歳入平衡交付金計 億 EK

中央政府

中央政府拠出金 億 EK

歳出平衡拠出金
億 EK

歳入平衡拠出金
億 EK

歳出平衡交付金
億 EK

構造的過渡的補助金
億 EK

調整補助金
ランスティングか ： 億

EK

調整拠出金
コミューンへ： 億 EK

資料 Swedish Association of Local Authorities and Regions 2008 , “Local Government Financial Equalisation”

及びStatistiska centralbyrån 2012 , “Årsbok för Sveriges kommuner”

図表 地方 政調整 容 2012 ：億

区分 コミュ ン ランス ィング 計
歳入 衡交付金 563 252 815
歳入 衡 拠出金 -42 -4 -46
歳出 衡 交付金 65 16 81
歳出 衡 拠出金 -65 -16 -81
構造補助金 15 7 22
過渡的補助金 - - 0
計 536 255 791

調整補助金 拠出金 47 -18 29
計 583 237 820
資料 Swedish Association of Local Authorities and Regions 2008 , “Local Government Financial Equalisation”

及びStatistiska centralbyrån 2012 , “Årsbok för Sveriges kommuner”

a歳入 衡交付金

2005 以降 制度 民一人当 課税 得 全国 均値×115％

110% 超過 い ュ 拠出 歳入 衡拠出金

Income Equalisation Charge 国税 拠出 前述 一般補助金 原資

一体 歳入 衡交付金 Income Equalisation Grant 基準 満

地方自治体 交付 い

現行 衡交付金 算定 ュ 基準 基

々 算定 い 点 従前 変わ 無い 衡交付金 算定 大

税 多い地方自治体 基準超過分 算定 プ セ 地方自治体

拠出 及び国税 拠出 一般補助金 合算 歳入 衡交付金 総

各地方自治体 配分 決定 プ セ 整理

い 地方自治体 一人当 課税 得 基準 ュ 全国 均

115% 110％ 設定 超過 地方自治体 拠出
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金 拠出 組 い 拠出基準 全国 均値 100% 基準 あ

2005 改 い 115% 改 現在 全国 均値 大幅 超過

い 裕福 地方自治体 拠出 求 いう 組 変更 い

い 原則 全国 均値ェ115％ 差 分 交付 新 い算定方

法 務省 地方自治体 参加 作 政府 地方自治体 方

合意 い あ 算定式 務省 掌 実 算定 務省 中央統

計局 実施 い

図表 歳入 衡交付金の仕組み8

コミューン
-

住民１人当た 課税所得
全国平均＝

歳入平衡交付金
億 EK

中央政府

歳入平衡拠出金
億 EK

資料 Swedish Association of Local Authorities and Regions 2008 , “Local Government Financial Equalisation”

及びStatistiska centralbyrån 2012 , “Årsbok för Sveriges kommuner”

制度 算定式 総 地方自治体 拠出 交付金 差 国

歳入 衡交付金 埋

算定 地方自治体 交付 く 時々 経済条件 基

交付 決定 議会 行 い 議会 増 減 断 確固

根拠 増減 決定 い く 増減 あく 政治的 決定 い

現実 あ

2008 場合 図 歳入 衡交付金 拠出 地方自治体 ュ

ホ や 周辺 11 ュ 留 残 279 ュ

歳入 衡交付金 交付 い 様 拠出側 回 い

ホ あ 残 20 交付 側 あ

8 一人当 課税 得 全国 均比115% 110% 満 団体⇒全国 均比95% 90% 税率 全

国 均比115％ 110% 一人当 課税 得 対 課税 場合 税 水準 歳入 う

国 交付金 交付 一人当 課税 得 均比115% 110% 超 団体⇒実 一人当 課税 得

う 全国 均比115% 110% 回 部分 対 全国 均比85% 税率 適用 場合 得

税 相当 拠出金 国 納付 場合 値 あ
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図表 人口 1 人あた 歳入 衡交付金交付 拠出額

： 人 自治体数

ュ

資料 Swedish Association of Local Authorities and Regions 2008 , “Local Government Financial Equalisation”

b歳出 衡交付金

一方 歳出面 政調整 従来 考え方 踏襲 い 民一人当

標準歳出 全国 均値 回 地方自治体 拠出 歳出 衡拠出金 Cost

Equalisation Charge 原資 民一人当 標準歳出 全国 均値 超過

地方自治体 対 国 経由 歳出 衡交付金 Cost Equalisation Grant

交付 算定 い ュ い 保育 ビ 義務教育

高齢者福祉 い 9分野 い い 療 ビ 等 3分

野 い 分野 齢構 民族 地理的条件 考慮 計算

算定

歳入 衡交付金 場合 異 歳出 衡交付金 原理 拠出金 交付金 等

く
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図表 歳出 衡交付金の仕組み9

コミューン
-

平均

交付金 拠出金

条件有利地域

中央政府

歳出平衡
拠出金
億 EK

歳出平衡交付金
億 EK

条件不利
地域

資料 Swedish Association of Local Authorities and Regions 2008 , “Local Government Financial Equalisation”

及びStatistiska centralbyrån 2012 , “Årsbok för Sveriges kommuner”

歳出 衡交付金 い 歳入 衡交付金 異 部 過疎地域 く

大都市特有 行政 高 映 ホ び 郊外 ュ 交付

側 い 一方 部 都市 拠出側 回 い 場合 多い

図表 人口 1人あ 歳出 衡交付金交付 拠出

： 人 自治体数

ュ

資料 Swedish Association of Local Authorities and Regions 2008 , “Local Government Financial Equalisation”

9 ュ い 幼児保育 高校 高齢者介護 9分野 い 療等 3分

野 い 分野 齢構造 地理的条件 生 ビ 提供費用 均値

差 測定 均的 回 自治体 交付金 領 均的 回 自治体 担金

納付 交付金総 担金総 一致 う決定 国 担 い
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図表 歳出 衡交付金 算定 目

調整 ビ 目 算定 当 考慮 目

ュ

就学前保育 学童 ビ 齢構 両親 就業率 課税力 人口密度

義務教育 就学前教育 齢構 外国籍 子

期中等教育 齢構 プ 選択状況 施設 構造

高齢者 齢構 男女比 職業 地 婚姻状況 欧籍以外
者 過疎地

個人 家族 海外 出生 民 近親 欧 EU 以外 国
出生 者 給付 い失業者
得者 比率 居 地密度 一人親 子 起 若

者 外国籍 子 ュ 人口

外国 背景 持 子 0-19歳 外国籍 子

人口変動 過去 10 2% 超え 人口減少 児童数 増減 人口 増加
入 増加 タ 対 補償

施設 構造 暖 街路 建設費 過疎地域 特有 行政 移動 救急
ビ 対 追加費用

賃金構造 近隣 ュ 均賃金 一戸建 宅 均価格 就業率

保健 療 必要 い 団 性 齢 婚姻状況 用状
況 居 種類 賃金構造 過疎地域 対 追加給付

人口変動 人口 増加 入 増加 タ 対
補償

賃金構造 当 民間部門賃金 師 実質給

共 ビ

公共交通 過疎 状況 通勤 状況 都市構造

Swedish Association of Local Authorities and Regions 2008 “Local government financial equalisation”

3 調整補助金 拠出金

調整補補助金 拠出金 各自治体 課税 得 規模 総 決定 歳

入 衡交付金 総 国 設定 調整 目 あ 国 地

方 給付 交付金 総 地方 国 支払わ 納付金 差 わ 国

担 国 予算 い 議決 金 超過 い 場合 超過分 全 自治

体 拠出金 形 支出 逆 場合 わ 国 予算 回 い 場合

調整補助金 形 各自治体 拠出

2012 調整補補助金 拠出金 総 ュ 46 億 6,200 万

( 民一人当 492 ) 補助金 18億 4,300万

民一人当 194 拠出 行 差 引 28 億 1,900 万

補助金 国 地方 支出 い


